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縦
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〇
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行
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工
事
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（
建
築
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課
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六

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号

　

平
成
九
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
三
十
一
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
九
年
十
一
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
一
号
中
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

名
称

　
　
　

水
神
沼
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

第
一
号
中
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日
か
ら
平
成
四
十
九
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
二
号
中
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

名
称

　
　
　

深
山
自
然
観
察
路
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

第
二
号
中
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日
か
ら
平
成
四
十
九
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
三
号
中
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

名
称

　
　
　

迫
西
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

第
三
号
中
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日
か
ら
平
成
四
十
九
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
六
号

　

平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
十
六
号
（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
九
年
十
一
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

牡
鹿
半
島
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
一
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
七
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

白
井　

健
二

佐
沼
整
骨
院

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
梅
ノ
木
二
丁
目
四－

三

平
成
二
十
八
年

十
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
八
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

仙
台
東
脳
神
経
外
科
病

院

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
一
丁
目

十
二
番
一
号

平
成
二
十
九
年
十
一
月

一
日

平
成
三
十
二
年
十
月
三

十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
九
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下「
条
例
」と
い
う
。）

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
が
効
力
を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　

１ 　

化
学
名　

二－

﹇
二
・
五－

ジ
メ
ト
キ
シ－

四－

（
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
フ
ェ
ニ
ル
﹈
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及

び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
２
Ｃ－

Ｔ
Ｆ
Ｍ
）

　

２ 　

化
学
名　

メ
チ
ル
＝
二－

（
四－

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）－

二－

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン－

二－

イ
ル
）
ア
セ
テ
ー
ト

及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
４－

Ｆ
ｌ
ｕ
ｏ
ｒ
ｏ
ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
ｐ
ｈ
ｅ
ｎ
ｉ
ｄ
ａ
ｔ
ｅ
又
は
４
Ｆ－

Ｍ
Ｐ
Ｈ
又

は
４－

Ｆ
Ｍ
Ｐ
Ｈ
）

二　

失
効
の
理
由

　
　

当
該
知
事
指
定
薬
物
が
、
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
た
め

三　

指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
る
日

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

気
仙
沼
市
磯
草
二
二
一
・
二
二
二
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

岩
沼
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
岩
沼
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

 　

大
崎
市
鹿
島
台
広
長
字
八
万
一
八
か
ら
二
二
ま
で
、
二
六
か
ら
二
八
ま
で
、
三
一
、
三
八
か
ら
四
一
ま
で
、
五
〇
、
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鹿
島
台
深
谷
字
鴻
ノ
巣
山
二
五
、
二
六
、
字
谷
地
合
山
一
の
一
、
一
の
三
、
二
の
一
、
二
の
二
、
三
の
一
か
ら
三
の

三
ま
で
、
四
の
一
か
ら
四
の
三
ま
で
、
五
の
一
か
ら
五
の
六
ま
で
、
六
の
一
、
七
の
一
、
鹿
島
台
木
間
塚
字
念
佛
山

二
、
三
、
五
の
一

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

干
害
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
大
崎
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

大
崎
市
松
山
千
石
字
大
﨔
五
の
一
・
六
の
一
・
六
の
六
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）、
一
一
の
一
、
一
四
の
二
、
一
四
の
一
五
、
一
六
の
二
、
一
七
、
一
八
、
二
〇
の
二
、
二
一
の
二
、
二
二
の

二
、
二
七
、
三
五
、
三
六
、
三
八
、
三
九
、
六
二
か
ら
六
四
ま
で
、
六
六
、
六
七
、
七
〇
、
七
三
、
七
四
の
一
、

七
四
の
二
、
七
六
の
一
、
七
八
の
一
、
八
〇
、
八
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
八
二
の
一
、
八
三
の
一
、

八
六
、
八
七
の
一
、
八
八
の
一
、
八
九
、
松
山
次
橋
字
千
貫
森
二
、
二
の
一
、
二
の
二
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）、
二
の
二
三
か
ら
二
の
二
八
ま
で
、
二
の
三
〇
か
ら
二
の
三
八
ま
で
、
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）、
四
か
ら
六
ま
で
、
八
の
一
、
九
、
一
〇
、
一
二
、
一
四
、
一
五
、
一
七
、
一
八
、
二
〇
の
一
、
二
一
、
二

二
の
一
、
二
六
、
字
中
峯
一
の
一
か
ら
一
の
三
ま
で
、
二
の
一
、
二
の
二
、
二
の
四
か
ら
二
の
一
一
ま
で
、
二
の

一
三
か
ら
二
の
一
五
ま
で
、
二
の
一
八
、
二
の
一
九
、
二
の
二
二
、
二
の
二
四
か
ら
二
の
二
七
ま
で
、
五
の
一
、

字
小
坂
山
四
、
八
か
ら
一
〇
ま
で
、
一
三
、
四
二
の
一
か
ら
四
二
の
三
ま
で
、
四
三
か
ら
四
九
ま
で
、
五
一
か
ら

五
三
ま
で
、
五
五

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

干
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

大
崎
市
松
山
千
石
字
高
寺
森
六
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
大
崎
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
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大
崎
市
松
山
千
石
字
本
丸
三
六
、
三
七
の
三
、
三
七
の
四
、
三
八
、
三
八
の
一
か
ら
三
八
の
三
ま
で
、
三
八
の

一
〇
、
四
五
、
四
八
、
五
〇
の
一
、
五
〇
の
二
、
五
一
、
五
二
、
字
文
覚
森
一
か
ら
六
ま
で
、
字
花
舘
四
四
の
七
、

四
四
の
一
三
、
四
四
の
一
八
、
五
六
の
二
、
五
九
の
一
、
八
一
、
八
二
、
八
四
の
一
、
八
四
の
二
、
八
九
の
一
、

八
九
の
二
、
九
〇
、
九
一
、
九
二
の
一
、
九
二
の
二
、
九
三
か
ら
九
九
ま
で
、
一
〇
〇
の
一
、
一
六
四

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

干
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

大
崎
市
松
山
千
石
字
本
丸
三
六
、
三
七
の
三
、
三
七
の
四
、
三
八
、
三
八
の
一
か
ら
三
八
の
三
ま
で
、
三
八
の

一
〇
、
四
五
、
四
八
、
五
〇
の
一
、
五
〇
の
二
、
五
一
、
五
二
、
字
文
覚
森
一
か
ら
六
ま
で
、
字
花
舘
四
四
の
七
、

四
四
の
一
三
、
四
四
の
一
八
、
五
六
の
二
、
五
九
の
一
、
八
一
、
八
二
、
八
四
の
一
、
八
四
の
二
、
八
九
の
一
、

八
九
の
二
、
九
〇
、
九
一
、
九
二
の
一
、
九
二
の
二
、
九
三
か
ら
九
九
ま
で
、
一
〇
〇
の
一
、
一
六
四

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
大
崎
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
五
号

　

公
有
水
面
埋
立
法（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、次
の
と
お
り
免
許
出
願
が
あ
っ

た
。

　

な
お
、
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
願
及
び
関
係
図
書
の
縦
覧
は
、
宮
城
県
農
林
水
産
部
水
産
業
基
盤
整
備

課
及
び
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
水
産
漁
港
部
で
行
う
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

出
願
年
月
日

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
四
日

二　

出
願
人
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　

㈠　

位　

置

　
　
　
　

第
一
種
室
浜
漁
港
区
域
内

　
　
　
　

東
松
島
市
宮
戸
字
樫
木
山
五
番
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　

㈡　

区　

域

　
　
　

 　

①
の
地
点
か
ら
⑳
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ぶ
平
成
二
十
八
年
の
春
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
一
・
二
〇
メ
ー

ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
、
⑳
の
地
点
か
ら
40
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ぶ
平
成
十
七

年
一
月
二
十
五
日
付
け
宮
城
県
指
令
第
八
十
五
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線

（
Ｄ
Ｌ
＋
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
よ
り
決
定
）、
40
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

 　

①
の
地
点　

主
要
地
方
道
奥
松
島
松
島
公
園
線
（
県
道
二
十
七
号
線
）
に
設
置
し
た
公
共
二
級
基
準
点
（
北

緯
三
八
度
二
〇
分
四
九
秒
三
七
五
六
、
東
経
一
四
一
度
〇
九
分
一
四
秒
〇
七
四
八
）
か
ら
一
七
六
度
二
九
分
三

二
秒
、
九
一
・
五
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら　
　
　

一
度
一
八
分
五
〇
秒　

一
三
・
五
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら　

三
五
五
度
二
五
分
一
六
秒　

一
九
・
四
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら　

三
五
二
度
〇
五
分
五
七
秒　

一
九
・
四
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら　

三
四
八
度
四
三
分
二
八
秒　

一
四
・
七
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら　

三
四
七
度
三
九
分
二
六
秒　
　

四
・
八
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら　

三
四
七
度
二
二
分
〇
五
秒　

二
〇
・
〇
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら　

三
四
七
度
一
六
分
三
〇
秒　

一
五
・
二
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら　

三
四
七
度
四
八
分
五
六
秒　
　

四
・
八
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑩
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら　

三
四
九
度
五
〇
分
一
七
秒　

二
〇
・
六
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
二
五
分
四
七
秒　

二
〇
・
六
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑫
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら　

三
五
六
度
四
二
分
二
二
秒　

二
〇
・
六
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑬
の
地
点　

⑫
の
地
点
か
ら　

三
五
九
度
五
八
分
四
〇
秒　

二
〇
・
六
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑭
の
地
点　

⑬
の
地
点
か
ら　
　
　

三
度
一
二
分
二
四
秒　

二
〇
・
一
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑮
の
地
点　

⑭
の
地
点
か
ら　
　
　

五
度
〇
九
分
〇
七
秒　
　

〇
・
四
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑯
の
地
点　

⑮
の
地
点
か
ら　
　
　

六
度
三
一
分
四
一
秒　

二
〇
・
六
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑰
の
地
点　

⑯
の
地
点
か
ら　
　
　

九
度
四
八
分
〇
一
秒　

二
〇
・
六
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑱
の
地
点　

⑰
の
地
点
か
ら　
　

一
三
度
〇
四
分
三
八
秒　

二
〇
・
六
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑲
の
地
点　

⑱
の
地
点
か
ら　
　

一
六
度
二
一
分
〇
一
秒　

二
〇
・
六
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑳
の
地
点　

⑲
の
地
点
か
ら　

二
八
八
度
一
九
分
一
五
秒　
　

六
・
三
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㉑
の
地
点　

⑳
の
地
点
か
ら　
　

五
三
度
一
七
分
一
八
秒　

一
八
・
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㉒
の
地
点　

㉑
の
地
点
か
ら　

一
八
三
度
一
八
分
二
八
秒　

一
五
・
三
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㉓
の
地
点　

㉒
の
地
点
か
ら　

一
七
八
度
二
〇
分
二
四
秒　

二
一
・
一
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㉔
の
地
点　

㉓
の
地
点
か
ら　

一
七
一
度
〇
三
分
一
五
秒　

二
一
・
二
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㉕
の
地
点　

㉔
の
地
点
か
ら　

一
五
九
度
二
九
分
四
二
秒　

二
二
・
一
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㉖
の
地
点　

㉕
の
地
点
か
ら　

一
七
六
度
二
五
分
一
九
秒　

一
八
・
九
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㉗
の
地
点　

㉖
の
地
点
か
ら　

一
七
九
度
二
八
分
五
八
秒　
　

〇
・
四
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㉘
の
地
点　

㉗
の
地
点
か
ら　

一
八
一
度
四
九
分
三
三
秒　

一
八
・
一
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㉙
の
地
点　

㉘
の
地
点
か
ら　

一
九
六
度
一
七
分
〇
三
秒　

一
九
・
四
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㉚
の
地
点　

㉙
の
地
点
か
ら　

二
〇
一
度
二
四
分
〇
九
秒　

二
〇
・
九
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㉛
の
地
点　

㉚
の
地
点
か
ら　

一
九
四
度
五
九
分
三
四
秒　

二
〇
・
九
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

32
の
地
点　

㉛
の
地
点
か
ら　

一
九
一
度
四
六
分
一
〇
秒　

二
一
・
四
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

33
の
地
点　

32
の
地
点
か
ら　

一
八
〇
度
〇
二
分
五
〇
秒　
　

四
・
八
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

34
の
地
点　

33
の
地
点
か
ら　

一
七
八
度
三
一
分
〇
七
秒　

一
五
・
五
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

35
の
地
点　

34
の
地
点
か
ら　

一
七
二
度
一
四
分
〇
八
秒　

二
〇
・
〇
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

36
の
地
点　

35
の
地
点
か
ら　

一
七
〇
度
三
五
分
二
〇
秒　
　

四
・
八
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

37
の
地
点　

36
の
地
点
か
ら　

一
六
四
度
五
〇
分
五
一
秒　

一
四
・
八
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

38
の
地
点　

37
の
地
点
か
ら　

一
六
七
度
〇
〇
分
三
三
秒　

一
九
・
六
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

39
の
地
点　

38
の
地
点
か
ら　

一
六
八
度
四
一
分
二
八
秒　

一
九
・
八
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

40
の
地
点　

39
の
地
点
か
ら　

一
八
二
度
三
三
分
五
一
秒　

一
三
・
三
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

①
の
地
点　

40
の
地
点
か
ら　

二
六
五
度
〇
六
分
一
一
秒　
　

六
・
三
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

㈢　

面　

積

　
　
　
　

五
、
〇
一
〇
・
五
八
平
方
メ
ー
ト
ル
（
埋
立
区
域
）

　

２　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　

㈠　

位　

置

　
　
　
　

第
一
種
室
浜
漁
港
区
域
内

　
　
　
　

東
松
島
市
宮
戸
字
樫
木
山
五
番
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　

㈡　

区　

域

　
　
　

 　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
㋐
の
地
点
と
㋷
の
地
点
を
結
ぶ
朔
望
平
均
満
潮
位
（
Ｈ
Ｗ
Ｌ

Ｔ
Ｐ
＋
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

 　

㋐
の
地
点　

主
要
地
方
道
奥
松
島
松
島
公
園
線
（
県
道
二
十
七
号
線
）
に
設
置
し
た
公
共
二
級
基
準
点
（
北

緯
三
八
度
二
〇
分
四
九
秒
三
七
五
六
、
東
経
一
四
一
度
〇
九
分
一
四
秒
〇
七
四
八
）
か
ら
一
七
九
度
五
八
分
一

五
秒
、
九
一
・
七
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋑
の
地
点　

㋐
の
地
点
か
ら　

三
五
六
度
五
九
分
五
七
秒　

一
三
・
五
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋒
の
地
点　

㋑
の
地
点
か
ら　

三
五
六
度
〇
八
分
三
九
秒　

一
九
・
〇
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋓
の
地
点　

㋒
の
地
点
か
ら　

三
五
二
度
〇
五
分
五
七
秒　

一
九
・
〇
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋔
の
地
点　

㋓
の
地
点
か
ら　

三
四
八
度
四
二
分
四
八
秒　

一
四
・
四
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋕
の
地
点　

㋔
の
地
点
か
ら　

三
四
八
度
〇
四
分
五
七
秒　
　

四
・
八
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋖
の
地
点　

㋕
の
地
点
か
ら　

三
四
七
度
一
五
分
五
七
秒　

二
〇
・
〇
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋗
の
地
点　

㋖
の
地
点
か
ら　

三
四
七
度
二
一
分
〇
五
秒　

一
五
・
二
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋘
の
地
点　

㋗
の
地
点
か
ら　

三
四
七
度
三
四
分
五
〇
秒　
　

四
・
九
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋙
の
地
点　

㋘
の
地
点
か
ら　

三
四
九
度
五
一
分
〇
六
秒　

二
一
・
〇
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋚
の
地
点　

㋙
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
二
六
分
一
一
秒　

二
一
・
〇
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋛
の
地
点　

㋚
の
地
点
か
ら　

三
五
六
度
四
二
分
四
〇
秒　

二
一
・
〇
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋜
の
地
点　

㋛
の
地
点
か
ら　

三
五
九
度
五
九
分
〇
一
秒　

二
一
・
〇
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋝
の
地
点　

㋜
の
地
点
か
ら　
　
　

三
度
一
二
分
三
七
秒　

二
〇
・
五
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋞
の
地
点　

㋝
の
地
点
か
ら　
　
　

五
度
一
〇
分
二
五
秒　
　

〇
・
四
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋟
の
地
点　

㋞
の
地
点
か
ら　
　
　

六
度
三
一
分
五
九
秒　

二
一
・
〇
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋠
の
地
点　

㋟
の
地
点
か
ら　
　
　

九
度
四
八
分
三
五
秒　

二
一
・
〇
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋡
の
地
点　

㋠
の
地
点
か
ら　
　

一
三
度
〇
四
分
四
八
秒　

二
一
・
〇
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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㋢
の
地
点　

㋡
の
地
点
か
ら　
　

一
六
度
二
一
分
三
一
秒　

二
一
・
〇
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋣
の
地
点　

㋢
の
地
点
か
ら　
　

五
三
度
一
七
分
一
八
秒　

一
八
・
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋤
の
地
点　

㋣
の
地
点
か
ら　

一
八
三
度
一
八
分
二
八
秒　

一
五
・
三
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋥
の
地
点　

㋤
の
地
点
か
ら　

一
七
八
度
二
〇
分
二
四
秒　

二
一
・
一
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋦
の
地
点　

㋥
の
地
点
か
ら　

一
七
一
度
〇
三
分
一
五
秒　

二
一
・
二
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋧
の
地
点　

㋦
の
地
点
か
ら　

一
五
九
度
二
九
分
四
二
秒　

二
二
・
一
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋨
の
地
点　

㋧
の
地
点
か
ら　

一
七
六
度
二
五
分
一
九
秒　

一
八
・
九
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋩
の
地
点　

㋨
の
地
点
か
ら　

一
七
九
度
二
八
分
五
八
秒　
　

〇
・
四
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋪
の
地
点　

㋩
の
地
点
か
ら　

一
八
一
度
四
九
分
三
三
秒　

一
八
・
一
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋫
の
地
点　

㋪
の
地
点
か
ら　

一
九
六
度
一
七
分
〇
三
秒　

一
九
・
四
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋬
の
地
点　

㋫
の
地
点
か
ら　

二
〇
一
度
二
四
分
〇
九
秒　

二
〇
・
九
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋭
の
地
点　

㋬
の
地
点
か
ら　

一
九
四
度
五
九
分
三
四
秒　

二
〇
・
九
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋮
の
地
点　

㋭
の
地
点
か
ら　

一
九
一
度
四
六
分
一
〇
秒　

二
一
・
四
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋯
の
地
点　

㋮
の
地
点
か
ら　

一
八
〇
度
〇
二
分
五
〇
秒　
　

四
・
八
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋰
の
地
点　

㋯
の
地
点
か
ら　

一
七
八
度
三
一
分
〇
七
秒　

一
五
・
五
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋱
の
地
点　

㋰
の
地
点
か
ら　

一
七
二
度
一
四
分
〇
八
秒　

二
〇
・
〇
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋲
の
地
点　

㋱
の
地
点
か
ら　

一
七
〇
度
三
五
分
二
〇
秒　
　

四
・
八
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋳
の
地
点　

㋲
の
地
点
か
ら　

一
六
四
度
五
〇
分
五
一
秒　

一
四
・
八
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋴
の
地
点　

㋳
の
地
点
か
ら　

一
六
七
度
〇
〇
分
三
三
秒　

一
九
・
六
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋵
の
地
点　

㋴
の
地
点
か
ら　

一
六
八
度
四
一
分
二
八
秒　

一
九
・
八
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋶
の
地
点　

㋵
の
地
点
か
ら　

一
八
二
度
三
三
分
五
一
秒　

一
三
・
三
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋷
の
地
点　

㋶
の
地
点
か
ら　

二
六
五
度
〇
六
分
一
一
秒　
　

六
・
三
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋐
の
地
点　

㋷
の
地
点
か
ら　

二
六
六
度
〇
七
分
〇
五
秒　
　

五
・
五
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

㈢　

面　

積

　
　
　
　

六
、
九
〇
六
・
三
九
平
方
メ
ー
ト
ル
（
施
行
区
域
）

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

道
路
施
設
用
地

五　

縦
覧
期
間　
　

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日
ま
で

公　
　
　

告

〇
県
営
多
賀
城
地
区
土
地
改
良
事
業
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
計
画
の
変
更
に
当

た
り
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
行
う
の
で
、

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の

概
要
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　

 　

県
営
多
賀
城
地
区
土
地
改
良
事
業
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
変
更
計
画
概
要

書
二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
二
月
六
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

多
賀
城
市
役
所

四　

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
六
日

　

２　

提
出
方
法　

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
長
宛
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

送
付
先　

〒
九
八
一－

八
五
〇
五　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四－

十
七

　
　
　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　
ｓ
ｄ
ｓ
ｇ
ｓ
ｉ
ｎ
ｋ
ｓ
＠
ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
．
ｍ
ｉ
ｙ
ａ
ｇ
ｉ
．
ｌ
ｇ
．
ｊ
ｐ

　

３ 　

意
見
書
の
様
式
等　

様
式
は
任
意
で
す
が
、
言
語
は
日
本
語
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
氏
名
（
法
人
名
）
及
び
連

絡
先
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４ 　

意
見
書
の
取
扱
い　

提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
内
容
は
、
多
賀
城
市
役
所
で
縦
覧
に
供
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
提
出

さ
れ
た
意
見
に
対
し
て
は
、
個
別
に
回
答
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
願
い
ま
す
。

　

５　

そ
の
他　

電
話
に
よ
る
意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
花
渕
浜
字
大
山
五
番
一
、
五
番
八
、
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地
域
の
名
称

一
番
百
九
十
七

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
代
ヶ
崎
浜
字
清
水
二
十
番
地
の
一

 

内
海　

末
治　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
海　

し
げ
子
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